
市民課等窓口用封筒の無償提供事業者募集要項 

 

高槻市（以下「市」という。）では、市民課等窓口用封筒の無償提供の取扱いに関する要領に基

づき、来庁者が利用する窓口用封筒を無償提供していただける事業者１者を募集いたします。 

 

１ 事業概要 

来庁者が住民票の写し等の持帰り用として自由に利用する窓口用封筒を、市の施設内の必要

個所に設置し、市民サービスの向上を図ります。 

事業者には、その窓口用封筒に行政情報のほか、民間企業等の広告を掲載することにより、

無償で封筒を提供していただきます。 

 

２ 事業者選定方法 

２者以上の申請があった場合は、提供内容、条件及び過去の実績等を考慮し、１者を選定し

ます。 

※審査経緯の公表はしない。また、審査結果に対する異議申立ては受け付けない。 

 

３ 封筒の設置期間 

  令和２年６月１日から令和３年５月３１日まで 

   ※２回に限り、１年間更新可とする（最長３年間）。 

 

４ 設置場所 

高槻市役所 市民課     桃園町２番１号 

富田支所    富田町５丁目１７番１号 

三箇牧支所   三島江１丁目１１番８号 

樫田支所    大字田能小字スハノ下１１番地 

※協議の上、その他市が指定する施設等に設置の可能性有 

 

５ 封筒の規格及び必要予定枚数 

(1) 角形２号（概寸 縦３３２㎜×横２４０㎜）… 約１２万枚 

(2) 角形６号（概寸 縦２２９㎜×横１６２㎜）… 約９万枚 

  ※必要に応じ多少の増減はできるものとする。 

 

６ 封筒掲載内容等 

 (1) 行政情報の内容については、市の指示に従うこと。 

 (2) 広告は、封筒表裏両面ともに複数掲載することも可とする。ただし、 広告の範囲は、封筒

の表面積及び裏面積のそれぞれ３０％以下とする。 

(3) 行政情報及び広告の掲載位置、サイズ、デザイン等は市と協議のうえ決定とする。 

 



７ 応募資格要件 

次の要件をすべて満たす法人であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないもので

あること。 

(2) 市から入札参加停止措置を受けていないこと。 

(3) 国税、都道府県税及び市町村税の未納がないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に指定

する暴力団又はその構成員でないこと。 

(6) 地方公共団体において本事業内容と同等の実績を有していること。 

(7) 自ら広告主を募集し、広告並びに行政情報を制作することができる広告代理店であること。 

 

８ 提出書類 

(1) 市民課等窓口用封筒の無償提供申込書（様式１） 

(2) 会社の登記事項証明書 

(3) 納税証明書（７ 応募資格要件 (3) にかかる未納の税額がないことの証明） 

(4) 会社概要（様式問わず。パンフレット等会社の事業概要がわかるもの） 

(5) 企画提案書（様式問わず。ただし、次の事項を記載のこと） 

ア 封筒の仕様、デザインイメージ 

 イ 封筒の納入・管理方法、納入スケジュール 

ウ 地方公共団体における同等の事業実績一覧 

エ 広告の募集方法及び広告主・広告内容の審査体制 

オ 問題発生時の対応 

(6) 封筒の見本 

※(1)～(4)は各１部、(5)(6)は各５部提出のこと。 

※(2)(3)の証明書は、発行から３ヶ月以内のものに限る（写し可）。 

※令和元年度入札参加資格者名簿に登載されている事業者は、(2)の提出を省略可。 

※提出書類の返却は行わない。 

 

９ 応募手続等 

(1) 受付期間  令和元年１２月４日（水）から令和元年１２月１３日（金）まで 

 (2) 提 出 先  高槻市市民生活環境部 市民課（高槻市庁舎本館１階２番窓口） 

〒５６９－８５０１ 高槻市桃園町２番１号 

ＴＥＬ：０７２－６７４－７０５２（直通） 

(3) 提出方法  窓口持参（午前８時４５分から午後５時１５分）又は郵送 

 (4) 提出期限  令和元年１２月１３日（金）午後５時１５分必着 

 



１０ 質疑・回答 

 (1) 質問期限  令和元年１２月６日（金）午後５時 

 (2) 質問方法  本事業の募集ホームページ末尾に記載の「お問い合わせフォーム」より、 

件名を「市民課等窓口用封筒の無償提供事業者募集について（質問）」とし、

ご質問ください。 

(3) 回  答  令和元年１２月９日（月）、市ホームページに掲載 

 

１１ 日程等 

応募期間 令和元年１２月４日（水）から令和元年１２月１３日（金） 

質疑期間 令和元年１２月４日（水）から令和元年１２月６日（金） 

質問への回答 令和元年１２月９日（月）中 

審査結果の通知・公表 令和元年１２月２７日（金）まで 

協定の締結 令和２年１月上旬 

枚数、仕様等打合せ 協議による 

窓口用封筒設置 令和２年６月１日から 

 

１２ 留意事項 

(1) 窓口用封筒は、必要に応じて来庁者が自由に利用するもので、市が利用を促進するもので

はありません。 

(2) 高槻市広告事業実施要綱及び高槻市広告掲載基準を遵守し、市民課等窓口用封筒の無償提

供の取扱いに関する要領を十分確認のうえ、申し込んでください。 

(3) 応募に要する費用は、全て申込者の負担とします。 

(4) 行政情報が掲載された封筒の設置のため、行政財産の目的外使用料は発生しません。 

(5) 当該募集要項に適合しないもの又は虚偽の内容が記載されているものは失格となります。 

(6) 選定された事業者は、提案の撤回はできません。 

(7) 事業者決定後、事業の詳細な内容について協議調整するうえで、企画提案書の内容から変

更する場合があります。 

 

１３ 問い合わせ先 

〒５６９－８５０１ 高槻市桃園町２番１号 

高槻市 市民生活部 市民課（庶務チーム） ＴＥＬ：０７２－６７４－７０５２（直通） 



（様式１） 

市民課等窓口用封筒の無償提供申込書 

 

令和元年  月  日 

（宛先）高槻市長 

住    所 

（申込者）商号又は名称 

代表者職氏名               印 

 

高槻市における、市民課等窓口用封筒の無償提供の募集に関し、「高槻市広告事業実施要綱」、

「高槻市広告掲載基準」及び「市民課等窓口用封筒の無償提供の取扱いに関する要領」について、

十分理解し、承諾の上、申込みいたします。 

「市民課等窓口用封筒の無償提供事業者募集要項」の応募資格要件に定める必要な資格を有し

ていること、また、この申込書及び関係書類の全ての記載事項は、事実に相違ないことを誓約し

ます。 

 

事 業 名 市民課等窓口用封筒の無償提供事業者募集事業 

ふ り が な 

担 当 者 氏 名  

所属及び所在

地 
 

連 絡 先 

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅメール  

添 付 書 類 

□ 会社の登記事項証明書（ 添付 ・ 略 ） 

□ 納税証明書（未納の税額がないことの証明） 

□ 会社概要 

□ 企画提案書 

□ 封筒の見本 

 


